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制限付一般競争入札の応募案内 

（物品 電子方式） 

 

明石市財務室契約担当 

 

 この応募案内は、明石市財務室契約担当及び明石市上下水道局（以下「財務室契約担当」

という。）の発注する物品の制限付一般競争入札（電子方式）の参加にあたり、必要な手続

きや注意事項を記載したものです。参加の前に必ずお読みください。 

 なお、他の契約種別（工事、コンサルタント業務、業務委託）又は入札方式（郵便方式）

で行う入札に関する応募案内は別に公表していますので、そちらを参照してください。 

また、本文書の内容及び関係法令等の不知を理由として入札に関する異議を申し立てる 

ことはできません。 

 

 

１ 電子入札システムの操作方法について 

明石市電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）の操作方法については

別に公表している「電子入札システム初期設定マニュアル」、「入札情報サービスマニュ

アル」及び「電子入札システムマニュアル」を参照してください。 

 

２ 入札情報の公表方法 

  制限付一般競争入札（電子方式）の入札参加要件、参加方法、契約条件等（以下「入札

情報」という。）を次に掲げる方法で公表します。 

 (１) 電子入札システムの入札情報サービスによる公表 

 (２)  財務室契約担当の窓口備え付けパソコンでの閲覧 

なお、入札情報サービスの入札公告詳細画面では表示内容が限られていますので、添

付文書欄から「公告文」をダウンロードして入札情報を確認してください。 

 

３ 仕様書等の入手 

  入札参加者は、入札情報サービスの入札公告詳細画面の添付文書欄から「仕様書」をダ

ウンロードしてください。 

 

４ 仕様書等に関する質問 

  仕様書等に関して質問がある場合は、公告文で指定した期間内に電子入札システムに

より質問書を送付してください。 

  質問に対する回答は、公告文で指定した日時に入札情報サービスの入札公告詳細画面
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の「添付文書」欄に掲載します。 

 

５ 入札参加申請書の提出 

(１) 入札参加者は、公告文で指定した期間内に電子入札システムにより入札参加申請

書を添付して提出してください。 

なお、入札参加申請書については、入札情報サービスの入札公告詳細画面の「添付

文書」欄からダウンロードしてください。 

(２) 提出にあたっては、公告文で定める入札参加要件のうち、以下の項目（※）を満た

している必要があります（満たしていない場合は、提出できません。）。 

なお、入札参加申請書の提出がない場合は、入札書を送付できませんのでご注意く

ださい。 

※ 所在地区分、業種区分、指名停止を受けていないこと 

 

６ 入札書の送付 

 (１) 入札参加者は、電子入札システムにより、入札金額及びくじ番号を入力し、案件ご

とに指定された添付書類を添付して入札書を送付してください。 

 (２) 入札参加要件で業務実績を求めている場合は、業務実績調書に記載した業務実績

が確認できる契約書の写し等を PDF 形式で添付してください。 

 (５) 提出した入札書は、引換え、書換え、撤回等をすることはできません。 

 (６) 入札参加者は、仕様書等に関する質問の有無にかかわらず、必ず質問に対する回答

を入札情報サービスの入札公告詳細画面で確認した後、入札書を送付してください。 

 (７) 入札書を送付した後に表示される「入札書受信確認通知書」は、入札書を送付した

ことの証明になりますので、印刷して保管しておいてください。 

 (８) 締切時刻の管理も電子入札システムのサーバーが行うこととなるため、締切時刻

を１秒でも過ぎると受け付けられなくなります。時間には十分余裕をもって作業を行

うようにしてください。 

 

７ 添付書類の作成方法 

  入札情報サービスの入札公告詳細画面の「添付文書」欄から添付書類をダウンロードし

て入手してください。 

  なお、添付書類の作成にあたっては、次の事項に注意して作成してください。 

 (１) 添付書類は１つのエクセルファイルとして提供していますが、複数のシートに渡

る場合がありますので、必ず公告で求める全てのシートに入力し、入札書送付作業の

前に入力漏れがないか十分に確認してください。 

  

８ 入札書等を送付する前の最終確認 
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  入札書等の送付作業を行う前に、次の項目を十分点検してください。 

 (１) 添付書類 

   ① 公告文で求める添付書類を添付していること 

   ② 公告文からダウンロードしたファイル名から変更していないこと 

 (３) 仕様書等に関する質問に対する回答 

    入札情報サービスの入札公告詳細画面の「添付文書」欄において確認していること 

 

９ 入札の無効 

 (１) 必要な添付書類の提出がない入札 

 (２) 添付書類の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

 (３) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札 

 (４) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者のした入札 

 (５) 添付書類以外の確認書類の提出を求めた場合に連絡のあった日の翌日の午後３時

までに特段の理由なく確認書類の提出がなかった入札 

 (６) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札 

 (７) 予定価格を超える価格でした入札 

 (８) 入札に関する条件に違反した入札 

 

10 変動型最低制限価格制度 

  製造請負の案件の制限付一般競争入札については、変動型最低制限価格が適用されま

す。 

変動型最低制限価格制度では、有効な５者以上の参加があった時、参加業者のうち下位

５者の入札金額に対する平均の８５％未満である入札については失格となります。また、

５者平均の８５％以上の最低金額での入札者であっても、落札決定を保留し、適正な履行

が可能かどうか判断しますので、必ずしも落札者とならない場合があります。 

 

11 市税の完納及び指定暴力団員等に該当しない旨の確認手続き 

  物品の制限付一般競争入札においては、「公告日において納期限が到来している明石市

税を開札日の前日までに完納していること。」及び「暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第１項各号に掲げる項目のいずれにも該

当しない旨の誓約をすること。」が必要です。 

参加申請時には入札参加資格を確認するために、「参加申請書」に必要事項を入力して

送付していただく必要があります。 

  開札後の入札参加資格審査では、送付していただいた「参加申請書」に基づき、不備が

認められなければ、当該入札参加要件を満たしているものとして取り扱います。 

  その後、決定した落札者には連絡を行いますので、当該落札者は契約締結期限まで（落



- 4 - 

 

札決定の連絡を受けた日から起算して７日以内（当該期間の計算に当たっては、明石市の

休日を定める条例（平成３年条例第４号）第２条第１項に規定する市の休日は算入しませ

ん。）に、自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した暴力団排除に関する「誓約書」を

提出してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

なお、契約締結期限までに上記の書類を提出できない場合は、落札決定の取消及び指名停

止基準に基づく指名停止措置を行いますので、ご注意ください。 

 

 

12 入札結果 

  当該案件の開札終了後、電子入札システムの入札情報サービスにて開札結果（資格審査

前の速報分）の確認が可能です。 

  資格審査等の結果、決定した最終的な入札結果は、決定後ただちに電子入札システムで

の確認が可能となります。また同じ内容を財務室契約担当の窓口にて閲覧に供します。

（資格審査等に時間を要する場合を除き、開札日の翌日には電子入札システムの入札情

報サービスにて最終的な入札結果の確認が可能です。） 

 

 

お問い合わせ先 明石市総務局財務室契約担当 

          明石市中崎１丁目５番１号 

TEL 078-918-5012 FAX 078-918-5153 

        令和７年４月１日制定 

○自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した暴力団排除に関する「誓約書」 

様式は明石市ホームページの「入札コーナー」から入手してください。 

 

「明石市ホームページ」→「入札コーナー」 

→「提出書類等様式」→「業務委託（市長部局用）」または「業務委託（公営企業管理者

用）」→「契約関連様式」 


